


奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
案
）

奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
元
年
十
二
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
四
項
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
九
条
第
四
号
中
「
又
は
週
報
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
及
び
週
報
」
を
削
り
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
（
第
十
六
条
関
係
）
中
「
週
報
登
載
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
案
）
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
起
案
）

（
起
案
）

第
十
六
条

１
～
３

略

第
十
六
条

１
～
３

略

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
起
案
文
書
に
は

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
起
案
文
書
に
は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
起
案
の
際
、
起
案
要

、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
起
案
の
際
、
起
案
要

旨
の
「
文
書
処
理
上
の
記
事
」
欄
に
記
入
し
な
け
れ

旨
の
「
文
書
処
理
上
の
記
事
」
欄
に
記
入
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

略

一
～
三

略

（
削
る
）

四

奈
良
県
教
育
委
員
会
週
報
（
以
下
「
週
報
」
と

い
う
。
）
に
登
載
す
る
も
の

週
報
登
載

四
～
八

略

五
～
九

略

５
～
７

略

５
～
７

略

（
企
画
管
理
室
へ
の
合
議
）

（
企
画
管
理
室
へ
の
合
議
）

第
十
九
条

起
案
の
う
ち
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

第
十
九
条

起
案
の
う
ち
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
企
画
管
理
室
に
合
議

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
企
画
管
理
室
に
合
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

公
報
に
登
載
す
る
事
項

四

公
報
又
は
週
報
に
登
載
す
る
事
項

五

略

五

略

（
公
印
及
び
契
印
の
押
印
）

（
公
印
及
び
契
印
の
押
印
）

第
二
十
二
条

施
行
す
る
文
書
（
公
報
に
登
載
す
る
も

第
二
十
二
条

施
行
す
る
文
書
（
公
報
及
び
週
報
に
登

の
及
び
電
子
的
方
式
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

載
す
る
も
の
並
び
に
電
子
的
方
式
に
よ
る
も
の
を
除

じ
。
）
に
は
、
公
印
を
押
し
、
決
裁
を
受
け
た
起
案

く
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、
公
印
を
押
し
、
決
裁
を

文
書
と
契
印
を
も
っ
て
割
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

受
け
た
起
案
文
書
と
契
印
を
も
っ
て
割
印
し
な
け
れ

。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
に
は
、
公
印

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書

及
び
契
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
は
、
公
印
及
び
契
印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

２
～
４

略

２
～
４

略



改 正 案 現 行

第７号様式 第７号様式


